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むつ市農業委員会第７００回総会議事録

１．開催日時 ２５年１１月１８日（月）午前１０時 ５ ０分 から 午前 １１ 時 ５０ 分

２．開催場所 むつ市役所大会議室Ａ

３．出席した委員の番号及び氏名（２５名）

番 号 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 板 井 弘 已

２ 〃 栁 澤 都 市 秋

５ 〃 蛯 名 修 一

６ 〃 福 永 忠 雄

７ 〃 村 口 利 光

８ 〃 野 里 岩 雄

９ 〃 北 川 岩 男

１１ 〃 工 藤 輝 雄

１２ 〃 本 山 日 満 夫

１３ 会 長 立 花 順 一

１５ 農 業 委 員 鴨 田 輝 雄

１６ 〃 藤 澤 伊 三 郎

１７ 〃 橋 本 唯 志

１８ 〃 小 林 義 顯

２０ 〃 嶋 影 秀 子

２１ 〃 菊 池 秀 藏

２２ 〃 立 花 幸 雄

２３ 〃 坪 清 志

２４ 〃 山 口 芳 一

２５ 〃 坂 本 正 一

２６ 〃 村 口 鉄 雄

２７ 〃 原 英 輔

２８ 〃 杉 山 武 美

２９ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

３０ 農 業 委 員 中 嶋 寿 樹
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４．欠席した委員の番号及び氏名（４名）

番 号 役 職 名 氏 名

４ 農 業 委 員 柴 田 峯 生

１０ 〃 菅 原 靖 博

１４ 〃 水 戸 隆 璽

１９ 〃 赤 坂 直 良

５．議事の概要

日程第１ 会議録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

議案第１号 競売買受適格証明の承認について

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 農地転用事業計画変更承認について

議 案 第 ５ 号 む つ 市 農 業 委 員 会 の 所 管 に 係 る 情 報 公 開 に 関 す る 規 程 （ 案 ）

について

１．会議に従事した職氏名

局 長 山 口 勝 美

次 長 一 家 隆 雄

主任主査 川 村 利 之

主 事 坪 谷 春 花

７．会議録署名委員

１１番 工 藤 輝 雄 １２番 本 山 日 満 夫

８．会議記録者

農業委員会事務局 主事 坪谷 春花
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会 議 の 概 要

議長 ただいまから、むつ市農業委員会第７００回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、２９名中２５名で定足数に達しております。

本 日、４番柴 田委員、 １０番菅原 委員、 １４番 水戸委 員、１ ９番赤

坂委 員が都合に より、欠 席の旨通告 があり ました のでご 報告い たしま

す。

これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会 議録署名委 員は、む つ市農業委 員会会 議規則 第４３ 条の規 定によ

り議長において、１１番工藤委員、１２番本山委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の坪谷主事を指名いたします。

日程第２ 、会期の決定を行います。

本 総会は、本 日１日と したいと思 います が、こ れにご 異議あ りませ

んか。

各委員 異議なし

議長 ご 異議があり ませんの で、本総会 の会期 は、本 日１日 とする ことに

決定いたします。

それでは、議案審議に入ります。

議案第１号競売買受適格証明の承認について、議題に供します。

最初に、坂本委員が本申請の関係人であります。

よって、いったん暫時休憩を取ります。

坂本委員が会場から退席後、議案審議を再開したいと思います。

（坂本委員退席後）

議長 議案審議を再開します

事務局より、説明願います。

事務局 議案第１号競売買受適格証明の承認についてご説明いたします。

受 付第１号及 び第２号 について関 連が有 ります ので一 括して ご説明

いたします。

申 請地は大字 奥内字大 室平６０番 １他８ 筆、面 積合計 ５２， ６４１

㎡であります。

受 付第１号に ついては 、新規就農 となり ますが 下限面 積も超 えてお

り、 今までどお り農作業 に従事し、 父と営 農を継 続する とのこ とであ

ります。
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受 付第２号に ついては 、現在の営 農状況 は全く 変わら ないた め特に

問題はないと考えます。

調 査について は、１１ 月６日立花 会長、 菊池委 員、中 嶋委員 、事務

局により調査を行いました。

以上で説明を終わります。

議長 議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 １ 号 は 原 案 の と お り 承 認 い た し ま し

た。

暫時休憩いたします。坂本委員の入場を認めます。

（坂本委員入場後）

議長 議案審議を再開します。

続 きまして、 議案第２ 号農地法第 ３条の 規定に よる許 可申請 につい

てを、議題に供します。

事務局より説明願います。

事務局 議 案第２号の 農地法第 ３条の規定 による 許可申 請につ いてご 説明い

たします。

受 付第１号、 受付第２ 号について 、関連 が有り ますの で一括 してご

説明いたします。

受 付第１号、 申請地は 南関根４４ 番１、 地目は 畑、面 積２， ７７１

㎡、５年間の使用貸借であります。

受 付第２号、 申請地は 大畑町堂近 ２０７ 番１、 地目は 田、面 積１，

９３７㎡、贈与による所有権移転であります。

新 規就農であ りますが 、農作業の 経験も あり、 必要な 機械も 所有し

てお り、下限面 積など農 地法第３条 第二項 に該当 しない ものと 考えま

す。

調査につきましては、受付第１号は、１１月５日坪委員、杉山委員、

事務 局、第２号 について は、１１月 ６日栁 澤委員 、本山 委員、 畑中委

員、事務局により許可申請による調査を行いました。

続 いて受付第 ３号、申 請地は中野 沢字上 山道８ 番７０ 、地目 は畑、

面積４８６㎡、売買による所有権移転であります。



- 5 -

申 請地では、 譲渡人が 耕作してき たもの であり ます。 譲渡後 も継続

して 畑として利 用するも のでありま す。本 件の権 利取得 により 、周辺

の農 地の農業上 の効率的 かつ総合的 な利用 の確保 に支障 は生じ ないも

のと考えられます。

調 査について は、１１ 月６日立花 会長、 菊池委 員、中 嶋委員 、事務

局により調査を行いました。

受 付第４号、 申請地は 中野沢字中 近川４ 番、５ 番、地 目はい づれも

田、面積合計３，３６７㎡、売買による所有権移転であります。

申 請地では、 譲渡人が 耕作してき たもの であり ます。 譲受後 も継続

して 田として利 用するも のであり、 農地法 第３条 第二項 に該当 しない

ものと考えます。

調 査について は、１１ 月６日立花 会長、 菊池委 員、中 嶋委員 、事務

局により調査を行ました。

なお、受付第３号、第４号は同居の兄弟であります。

受 付第５号、 申請地は 大字田名部 字大平 沢１３ 番４他 ２筆、 現況は

いづ れも畑、面 積合計３ ，６２９㎡ 、売買 による 所有権 移転で ありま

す。

申 請地では、 譲渡人が 耕作してき たもの であり ます。 譲受後 は果樹

（栗 ）を栽培す るもので あります。 申請地 の周辺 は、農 地であ り、本

件の 権利取得に より、周 辺の農地の 農業上 の効率 的かつ 総合的 な利用

の確 保に支障は 生じない ものと考え られ、 農地法 第３条 第二項 に該当

しないものと考えられます。

調 査について は、１１ 月５日北川 委員、 菅原委 員、工 藤委員 、事務

局により調査を行ました。

以上で説明を終わります。

議長 た だいまの説 明に関し て、現地調 査を行 った委 員から 補足説 明があ

りましたらお願いいたします。

杉山委員 受 付第１号に ついて、 現地調査し た結果 、新規 就農で 特に問 題はな

いと考えます。

本山委員 受 付第２号に ついて、 現地調査し た結果 、雑草 が多い ですが 、トラ

クタ ーを所有し 農業経験 も有るとの ことで 、特に 問題は ないと 考えま

す。

中嶋委員 受 付第３号及 び４号に ついて、現 地調査 した結 果、農 業機械 、就農

人数共に、問題はないと考えます。
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議長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 ２ 号 は 原 案 の と お り 承 認 い た し ま し

た。

議 案第３号、 農地法第 ５条の規定 による 許可申 請につ いてを 、議題

に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議 案第３号農 地法第５ 条の規定に よる許 可申請 につい てご説 明いた

します。

申 請地は大畑 町松ノ木 １６１番１ 、地目 は田、 面積９ ９４㎡ 、商業

サービス施設の建設に伴う転用であります。

申 請に至った 理由とい たしまして 、近隣 でガソ リンス タンド 等を経

営し ております が、昨今 レンタカー の要望 、需要 等が増 え、当 ガソリ

ンス タンド内で はまかな いきれなく なった ため、 近隣で 利便性 が高い

当申請地を選択し申請に及んだとのことであります。

調 査について は、１０ 月４日栁澤 委員、 本山委 員、畑 中委員 、事務

局において調査し、許可要件は満たしているものと考えられます。

以上で説明を終わります。

議長 た だいまの説 明に関し て、現地調 査を行 った委 員から 補足説 明があ

りましたらお願いいたします。

畑中委員 申請地周辺には農地もなく、影響もないと思われます。

議長 議案第３号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 ３ 号 は 原 案 の と お り 許 可 相 当 と し て

県知事に意見を送付いたします。

続 きまして、 議案第４ 号、農地転 用事業 計画変 更承認 につい てを、

議題に供します。
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事務局より、説明願います。

事務局 議 案 第 ４ 号 農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 承 認 に つ い て を ご 説 明 い た し ま

す。

本 申請は、平 成２４年 １２月２１ 日付け 指令第 ３２６ ８号を もって

許可 を受けた農 地転用事 業について 、計画 平面に 変更が あった ので変

更承認申請をしたものであります。

変 更内容は、 建築面積 について、 １１７ ．５９ ㎡平屋 建て建 蔽率３

５ %、 か ら 、 建 築 面 積 ６ ３ ． ３ ４ ㎡ 二 階 建 て お よ び 附 属 屋 ６ ． ６ ４ ㎡

合計６９．９８㎡建蔽率２１ %、に変更したものであります。

本 申 請 に つ い て は 、 許 可 要 件 で あ り ま す 建 蔽 率 ２ ０ %を 超 え て お り

ますので、承認相当と考えます。

以上で説明を終わります。

議長 議案第４号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議長 質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 ４ 号 は 原 案 の と お り 承 認 相 当 と し て

県知事に意見を送付いたします。

つ づいて、議 案第５号 、むつ市農 業委員 会の所 管に係 る情報 公開に

関する規程（案）について、議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 む つ市農業委 員会の所 管に係る情 報公開 に関す る規程 につい てご説

明いたします。

本 規定は、１ ０月１５ 日付けで、 市長部 局より 農業委 員会に 対し、

関係 例規の整備 依頼があ り「むつ市 農業委 員会の 所管に 係る情 報公開

に関 する規程」 制定する よう指導さ れまし たので 、本総 会で承 認を得

て、制定するものであります。

以上で説明を終わります。

議長 議案第５号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

質 疑 が あ り ま せ ん の で ､議 案 第 ５ 号 は 原 案 の と お り 承 認 い た し ま し

た。

農地等の現況について等、報告事項があります。



- 8 -

事務局より、説明願います。

事務局 報告事項についてご説明いたします。

報 告第１号農 地の転用 事実に関す る照会 につい て、申 請地田 名部字

大平 沢１３番３ 、地目は 田、面積５ ７８㎡ 、法務 局によ る農地 の照会

であります。

調 査について は、１０ 月４日菅原 委員、 工藤委 員、事 務局で 調査し

た結 果、農用地 区域内の 農地で、数 年前ま で耕作 されて おり、 農地で

あるため農地と回答いたしました。

なお、当申請地は議案第１号受付第５号の申請地の一つであります。

報 告第２号農 地の転用 事実に関す る照会 につい て、申 請地苫 生町二

丁目 ２６２、地 目は田、 面積２，０ ２３㎡ 、法務 局によ る農地 の照会

であります。

調 査について は、１１ 月５日北川 委員、 菅原委 員、工 藤委員 、事務

局で 調査した結 果、相当 年数耕作さ れてお らず原 野山林 化して おり、

農地として復元困難なため非農地と回答いたしました。

報 告第３号農 地の転用 事実に関す る照会 につい て、申 請地横 迎町一

丁目 ５２２番９ 、地目は 田、面積２ ２３㎡ 、法務 局によ る農地 の照会

であります。

調 査について は、１１ 月５日北川 委員、 菅原委 員、工 藤委員 、事務

局で 調査した結 果、数十 年以前より 家が建 ってい るため 、非農 地と回

答いたしました。

以上で報告を終わります。

議長 これで、報告事項を終わります。

以上で、本日の議案審議及び報告事項はすべて終了しました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第７００回総会を閉会します。

９．会議録署名委員

会議録署名委員 工 藤 輝 雄

会議録署名委員 本 山 日 満 夫


